
農
地
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

Q
自
分
の
農
地
に

家
を
建
て
る
場

合
、
ど
の
よ
う

な
手
続
き
が
必

要
で
す
か
。　

A
農
地
に
家
を
建
て
る
な
ど
、
農
地
を
農

地
以
外
の
目
的
で
使
用
す
る
こ
と
を
転

用
と
い
い
ま
す
。
自
分
名
義
の
農
地
を

転
用
す
る
場
合
は
、
農
地
法
第
４
条
の

許
可
申
請
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
他
人

の
農
地
を
買
っ
た
り
、
借
り
た
り
し
て

転
用
す
る
場
合
は
、
農
地
法
第
５
条
の

許
可
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
申
請
は
、
許
可

後
、
す
み
や
か
に
実
行
で
き
る
計
画
で

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
い
ず
れ
家

を
建
て
た
い
の
で
、
先
に
農
地
を
買
っ

て
お
き
た
い
」
な
ど
、
農
地
取
得
の
み

を
目
的
に
し
た
申
請
は
許
可
さ
れ
ま

せ
ん
。

　
　

な
お
、
転
用
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
の

で
、
事
前
に
農
業

委
員
会
事
務
局
に

お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

農
業
者
の
た
め
の
年
金
で

ゆ
と
り
あ
る
老
後
を
送
り
ま
し
ょ
う

　

農
業
者
の
老
後
生
活
の
安
定
と
福
祉
の

向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
保
険
料
助
成
を

通
じ
て
、
農
業
の

担
い
手
を
確
保
す

る
こ
と
を
目
的
と

し
た
農
業
者
の
た

め
の
年
金
で
す
。

◉
加
入
の
要
件

　

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
で
、
年

間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
す
る
60
歳
未
満

の
方
は
、
ど
な
た
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

農
地
を
所
有
し
て
い
な
い
農
業
者
や
配
偶

者
、
後
継
者
な
ど
の
家
族
従
事
者
も
加
入

で
き
ま
す
。
脱
退
も
自
由
で
す
。

◉
特
徴
と
メ
リ
ッ
ト

1
少
子
高
齢
化
時
代
に
強
い
年
金

　

自
分
が
積
み
立
て
た
保
険
料
と
、
そ
の

運
用
実
績
に
よ
り
、
将
来
受
け
取
る
年
金

額
が
決
ま
る
積
立
方
式
（
確
定
拠
出
型
）

の
年
金
で
す
。
加
入
者

や
受
給
者
の
数
に
影

響
さ
れ
な
い
安
定
し

た
年
金
制
度
で
、
運
用

利
回
り
の
状
況
な
ど

で
保
険
料
が
引
き
上

げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

2
終
身
年
金
で
80
歳
ま
で
の
保
証
付
き　

　

農
業
者
年
金
は
、
65
歳
か
ら
生
涯
支
給

さ
れ
ま
す
。
加
入
者
や
受
給
者
が
80
歳
に

な
る
前
に
亡
く
な
っ
た
場
合
で
も
、
死
亡

し
た
翌
月
か
ら
80
歳
ま
で
に
受
け
取
る
予

定
で
あ
っ
た
年
金
（
老
齢
年
金
）
が
、
死

亡
一
時
金
と
し
て
ご
遺
族
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

3
公
的
年
金
な
ら
で
は
の
税
制
上
の
優
遇

　

措
置

　

支
払
っ
た
保
険
料
は
、
全
額
が
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
、
所
得
税
・
住

民
税
の
節
税
に
な
り
ま
す
。

4
保
険
料
の
額
は
自
由
に
決
定

　

自
分
が
必
要
と
す
る
年
金
額
に
合
わ

せ
、
月
額
２
万
円
か
ら
６
万
７
千
円
ま
で

の
間
で
、
千
円
単
位
で
自
由
に
決
め
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
農
業
経
営
の
状
況
や
老
後

の
設
計
に
応
じ
て
、
い
つ
で
も
見
直
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

5
農
業
の
担
い
手
に
は
手
厚
い
政
策
支
援

　
（
保
険
料
の
国
庫
補
助
）

　

認
定
農
業
者
な
ど
一
定
の
要
件
を
満
た

す
方
は
、
保
険
料
の
う
ち
国
か
ら
助
成
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
農
業

委
員
会
事
務
局
へ

お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

農
地
利
用
状
況
調
査
を
実
施

耕
作
放
棄
や
違
法
転
用
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

　　

農
業
委
員
会
で
は
、
９
月
と
10
月
に
、

市
内
の
農
地
を
対
象
に
、
利
用
状
況
調
査

（
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
）
を
行
い
ま
し
た
。

　

農
地
は
次
世
代
へ
つ
な
ぐ
限
ら
れ
た
大

切
な
資
源
で
す
。
耕
作
放
棄
さ
れ
た
農
地

は
、
周
囲
の
優
良
な
農
地
に
迷
惑
を
か
け

る
だ
け
で
な
く
、
不
法
投
棄
の
誘
発
や
枯

草
火
災
を
招
く
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。　

　

耕
作
放
棄
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
農
地
の

所
有
者
が
農
地
を
管
理
す
る
意
識
と
責
任

を
し
っ
か
り
と
持
ち
、
日
ご
ろ
か
ら
農
地

が
荒
れ
な
い
よ
う
に
務
め
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

今
後
は
、
調
査
し
た
内
容
を
も
と
に
農

地
を
管
理
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
指
導
を

行
い
、
違
反
転
用
に
つ
い
て
は
、
農
地
へ

の
復
元
指
導
を
行
っ
て
い
く
予
定
で
す
。

農
作
物
へ
の
散
水
は

周
り
に
注
意
を
は
ら
い
ま
し
ょ
う

　

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
な
ど
の
散
水
が
道
路

に
は
み
出
す
と
、
通
行
の
支
障
や
交
通
事

故
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。

　

マ
ナ
ー
を
守
り
、
周
囲
に
迷
惑
を
か
け

な
い
よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

│ 9 │　　　　　　　　　　平成24年12月1日


